
　
5
月
14
日（
木
）に
、特
別
区
民
税・

都
民
税
・
森
林
環
境
税（
特
別
徴
収

分
）の
税
額
決
定
通
知
書
を
給
与
の

支
払
者（
特
別
徴
収
義
務
者
）宛
て
に

発
送
し
ま
す
。
同
封
の
税
額
決
定
通

知
書（
納
税
義
務
者
用
）は
、
各
納
税

義
務
者
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。
税
額

は
、
給
与
の
支
払
い
を
す
る
際
に
毎

月
徴
収
し
て
、
翌
月
10
日
ま
で
に
納

入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
退
職
・
転
勤
な
ど
に
よ
り
給
与
所

得
者
に
異
動
が
あ
れ
ば
、
給
与
の
支

払
い
を
行
わ
な
く
な
っ
た
月
の
翌
月

10
日
ま
で
に
、「
給
与
所
得
者
異
動
届

特
別
区
民
税
・
都
民
税
・
森
林
環
境
税

（
特
別
徴
収
分
）の
税
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

■
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
調
査
助
成

　
露
出
吹
付
材
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有

調
査
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

対
象　
区
内
の
民
間
建
築
物　
　

限
度
額　
１
棟
に
つ
き
25
万
円

申
請
期
限　
12
月
28
日（
月
）

■
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
工
事
助
成

　
露
出
吹
付
材
の
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去

工
事
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象　
次
の
い
ず
れ
か
の
建
築
物

①
住
宅
の
駐
車
場
、
倉
庫
な
ど

②
分
譲
・
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の
共
用

部
分

③
機
械
式
立
体
駐
車
場（
前
年
度
に

具
体
的
協
議
が
さ
れ
た
案
件
に
限
る
）

助
成
割
合　
工
事
費
用
の
3
分
の
2

（
消
費
税
を
除
く
）

限
度
額　
①
②
1
棟
1
0
0
万
円
、

③
1
基
1
4
0
0
万
円

申
請
期
限　
９
月
30
日（
水
）

工
事
完
了
期
限　
12
月
28
日（
月
）

問
合
せ　
建
築
指
導
課
安
全
対
策
担

当
☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
3
1
5

そ
の
他　
詳
し
い
条
件
は
問
合
せ
先
へ

露
出
吹
付
材

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
の
助
成
を
し
て
い
ま
す

出
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
電
子
デ
ー
タ
で
受
け
取
り
も
可

　
特
別
徴
収
義
務
者
用
と
納
税
義
務

者
用
の
税
額
決
定
通
知
書
の
そ
れ
ぞ

れ
で
、
電
子
ま
た
は
書
面
で
の
受
取

方
法
を
選
択
で
き
ま
す
。
電
子
ま
た

は
書
面
の
ど
ち
ら
か
の
み
と
な
り
、

令
和
５
年
度
ま
で
選
択
で
き
た「
書

面（
正
本
）＋
電
子
デ
ー
タ（
副
本
）」

は
選
択
で
き
ま
せ
ん
。
電
子
で
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
e
L 

T
A
X（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）で
給
与
支

払
報
告
書
を
提
出
し
、
受
取
方
法
を

「
電
子
」と
選
択
し
た
事
業
所
で
す
。

e
L
T
A
X
の
操
作
方
法
は
Ｈ
Ｐ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
受
取
方
法
を
変
更
す
る
場

合
は
、
区
Ｈ
Ｐ
の「
特
別
徴
収
税
額

決
定
通
知
書
の
受
取
方
法
変
更
届
」

を
書
面
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
税
務
課
課
税
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
1
9
1
・

4
1
9
2

　
地
域
の
方
々
と
と
も
に
魅
力
あ
る

楽
し
い
ま
ち
に
し
て
い
く
た
め
、
第

４
回「
番
町
次
世
代
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

　
令
和
６
年
７
月
に
二
番
町
地
区
地

区
計
画
を
変
更
決
定
し
、
昨
年
12
月

に
は
二
番
町
地
区
再
開
発
計
画（
日

本
テ
レ
ビ
跡
地
）を
検
討
す
る
日
本

テ
レ
ビ
に
対
し
て
、
基
本
計
画
に
関

す
る
要
望
書
を
発
出
し
ま
し
た
。

　
こ
の
度
、
日
本
テ
レ
ビ
に
よ
る
基

本
計
画
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
の
で
そ

第
４
回
番
町
次
世
代
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

参
加
者
を
募
集
し
ま
すの

内
容
を
説
明
し
ま
す
。

と
き　
6
月
7
日（
日
）15
時
～
17
時

場
所　
麹
町
小
学
校（
麹
町
2
‒
8
）

対
象　
番
町
地
域
在
住
・
在
勤
・
在

学
で
、
番
町
次
世
代
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
進
め
方
に
関
す
る
ル
ー
ル（
申
込

書
に
記
載
）に
同
意
し
て
い
た
だ
け

る
方

申
込
方
法　
5
月
27
日（
水
）（
必
着
）

ま
で
に
所
定
の
申
込
書（
H
P
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
）に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
郵
送
ま
た
は
E
メ
ー
ル
で

※
応
募
書
類
は
返

却
不
可

※
事
前
の
意
見
募
集
は
行
わ
な
い

問
合
せ　
地
域
ま
ち
づ
く
り
課
ま
ち

づ
く
り
推
進
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
3
6
1
9

〒
1
0
2
‒
8
6
8
8

九
段
南
1
‒
2
‒
1

そ
の
他　
地
区
計
画
の
変
更
決
定
ま

で
の
経
緯
は
H
P
で
確
認
を

ch
iiki-m

ach
i@
city.

chiyoda.lg.jp

　
区
の
特
性
を
生
か
し
た
生
涯
学
習

施
策
の
進
め
方
に
関
し
て
意
見
や
提

言
を
行
う
生
涯
学
習
推
進
委
員
を
募

集
し
ま
す
。
学
識
経
験
者
と
生
涯
学

習
・
社
会
教
育
等
団
体
関
係
者
、
公

募
の
区
民
か
ら
な
る
生
涯
学
習
推
進

委
員
会
議
に
参
加
し
て
も
ら
い
ま
す
。

任
期　
令
和
8
年
6
月
～
令
和
10
年

3
月（
2
年
間
）

対
象　
区
内
在
住
で
、
年
数
回（
計

10
回
程
度
）の
平
日
で
日
中
の
会
議

に
出
席
で
き
る
方

定
員　
若
干
名（
選
考
）

第
16
期
生
涯
学
習
推
進
委
員
を
募
集
し
ま
す

申
込
方
法　
5
月
26
日（
火
）（
消
印

有
効
）ま
で
に
応
募
動
機
、「
千
代
田

区
に
お
け
る
生
涯
学
習
の
推
進
に
つ

て
」（
4
0
0
字
程
度
／
様
式
自
由
）

を
郵
送（
10
面
記
入
例
参
照
）ま
た
は

直
接
問
合
せ
先
へ

※
提
出
書
類
は
返
却
し
な
い

問
合
せ　
生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
課

管
理
係（
区
役
所
6
階
）

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
3
6
3
2

〒
1
0
2
‒
8
6
8
8

九
段
南
1
‒
2
‒
1

中
小
企
業
で
の

仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
支
援
し
ま
す

旧
永
田
町
小
学
校
校
舎

「
思
い
出
の
ア
ー
カ
イ
ブ
」参
加
者
を
募
集
し
ま
す

　
長
年
、
地
域
と
教
育
の
拠
点
と
し

て
親
し
ま
れ
て
き
た
旧
永
田
町
小
学

校
校
舎
の
記
憶
を
、
次
世
代
へ
引
き

継
ぐ
た
め
、「
思
い
出
の
ア
ー
カ
イ

ブ
」を
制
作
し
ま
す
。
校
舎
に
ゆ
か

り
の
あ
る
皆
さ
ん
の
思
い
出
や
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
募
集
し
ま
す
。
応
募
内
容

は
専
門
的
な
視
点
を
踏
ま
え
て
選
定

し
、
記
録
映
像
や
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
と
し
て
保
存
・
公
開
す
る
予
定

　
仕
事
と
子
育
て
・
介
護
を
両
立
し

や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
い
る
中
小
企
業
者
な
ど
に
奨
励

金
な
ど
を
交
付
し
ま
す
。
従
業
員
の

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実

現
に
向
け
、ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象　
区
内
に
本
店
お
よ
び
雇
用
保

険
適
用
事
業
所
が
あ
る
中
小
企
業
者

な
ど

※
そ
の
他
の
要
件
は
H
P
ま
た
は
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
で
確
認
を

で
す
。
詳
し
く
は
H
P
で
確
認
を
。

募
集
内
容

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
出
演（
3
名
程
度
）

・�

メ
ッ
セ
ー
ジ
寄
稿（
2
0
0
字
程

度
、
20
～
30
名
程
度
）

応
募
資
格　
旧
永
田
町
小
学
校
の
卒

業
生
、元
教
職
員
、地
域
住
民
な
ど
、

校
舎
に
ゆ
か
り
の
あ
る
方

応
募
方
法　
6
月
30
日（
火
）（
必
着
）

ま
で
に
H
P
、
ま
た
は
所
定
の
応
募

用
紙（
H
P
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
郵
送
、
E
メ
ー
ル
ま
た

は
直
接
問
合
せ
先
へ

問
合
せ　
施
設
経
営
課
区
有
施
設
担

当
☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
1
6
0

〒
1
0
2
‒
8
6
8
8

九
段
南
1
‒
2
‒
1

sh
isetsu

keiei@
city.

chiyoda.lg.jp

申
込
方
法　
交
付
申
請
書
類
一
式
を

郵
送
、
E
メ
ー
ル
、
ま
た
は
直
接
問

合
せ
先
へ　

※
予
算
上
限
に
達

す
る
と
受
け
付
け

を
終
了

問
合
せ　
国
際
平
和
・
男
女
平
等
人

権
課
男
女
平
等
人
権
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
1
6
6

gender_jinken@
city.

chiyoda.lg.jp

国 民年金 当てはまる方は確認のうえ手続きをしてください

　老齢基礎年金を満額で受けるには、20歳～60歳の40年間保険料を納める必要があります。納付
済期間が40年未満の方または受給資格期間（10年）を満たしていない方は、任意加入することで将
来の年金受取額を増やすことができます。ただし、厚生年金や共済組合に加入中の方や老齢基礎年
金を繰り上げ請求した方は、任意加入できません。また、任意加入期間中は、保険料の免除制度は
ありまん。任意加入期間中に病気やけがなどで一定の障害が残ったときは、障害基礎年金の対象（65
歳未満）になります。
■任意加入の条件
①高齢任意加入　日本国内に居住する60歳以上65歳未満の方※付加保険料の納付も可
②特例高齢任意加入　昭和50年4月1日以前に生まれ、次のいずれかに当てはまる方
・日本国内に居住する65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で65歳以上70歳未満の方
※付加保険料の納付は不可※すでに老齢基礎年金の受給資格を満たしている方は加入不可
③在外任意加入　外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方
※付加保険料の納付も可※国内に居住する親族が協力者となる必要あり
■手続きに必要なもの
・基礎年金番号が分かるもの（基礎年金番号通知書や年金手帳など）
・金融機関などの通帳と、その届出印
※保険料の納付方法は原則口座振替※②の場合は、合算対象期間（カラ期間）を証明する書類も必要
■任意加入の開始月　申し出のあった月から加入できます（時期をさかのぼっての加入は不可）
問合せ　 保険年金課国民年金係☎03‒5211‒4202
　　　　③を希望し国内に協力者がいない場合＝千代田年金事務所☎03‒3265‒4381

国民年金の任意加入制度　将来の年金受取額を増やせます

　国民年金は、被用者年金（厚生年金や共済組合）に加
入していない場合や、被用者年金加入者の被扶養配偶
者でない場合、日本に住む20歳以上60歳未満の方が
国籍にかかわらず加入する制度です。受給要件を満た
せば、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」
のいずれかが受けられます。受給要件を満たしていな
くても、保険料を6か月以上納付し、帰国後2年以内の
請求であれば「脱退一時金」が受けられます。
※1  令和2年4月以降、日本国籍を有しない20歳以上

60歳未満で、「医療滞在ビザ」や「観光保養等を目的
とするロングステイビザ」で来日した方は、被保
険者とはなりません

加入手続き　 保険年金課国民年金係（区役所2階）
　　　　　　※ マイナポータルからも手続き可。詳し

くは、日本年金機構のHPで確認を
問　合　せ　保険年金課国民年金係
　　　　　　 ☎03‒5211‒4202
　　　　　　 ※1に当てはまる方＝千代田年金事務所

☎03‒3265‒4381

外国籍の方も国民年金への加入が
必要です

▲eLTAX公式HP

▲区HP

千代田区コールセンター　☎ 03ー3264ー3910 　令和 8年 5月 5日号（6）

本紙の情報は変更となる場合があります。 最新の情報は区のHPなどや問合せ先へご確認ください。

区政インフォメーション




